
「成田市議会だより」発行業務委託仕様書 

 

【業務概要】 

令和８年８月１日号から令和１１年５月１日号までの議会だよりの編集、デザイン及びＤＴ

Ｐデータを作成し、印刷製本のうえ成田市議会事務局及び指定場所に納品する。また、新聞折込

による市民への配布を行う。 

 

【基本事項】 

履行期間 ＝令和８年６月１日から令和１１年５月３１日（長期継続契約） 

発 行 日 ＝５月１日、８月１日、１１月１日、２月１日の年４回。 

ただし、改選後やその他の事由により号外を発行する場合がある（費用は別途）。 

発行部数（１号当たり）＝３６，８００部（年度ごとに変更の可能性あり）。 

納  品 ＝ 発行日の３日前までに、次の施設等に納品する。 

・成田市議会事務局、成田市のぞみの園、ネクスト名木小、市内に新聞を届けている全ての新

聞店、各郵便局（成田、成田西口、豊住、三里塚、下総、大栄）、京成成田駅、成田赤十字

病院、国際医療福祉大学成田病院 

折り込み ＝ 新聞折込による市民への配布を行う。 

（３１，５５０部。年度ごとに変更の可能性あり。） 

担当者及び編集スタッフ ＝ 窓口となる担当者を選任し、編集スタッフは、ＤＴＰデザイナーな

ど経験豊かな専門家を起用すること。 

紙面の質の向上 ＝ 紙面の質を向上させるため、市の担当に対して編集スタッフによるアドバ

イスや写真撮影技術の指導などを積極的に行うこと。 

ホームページ用データの提出 ＝ 各号のＤＴＰデータを基にＰＤＦ・電子ブックデータを作成

し、議会だより発行３日前までに記録媒体（Ｅメールでも可）で提出すること。 

代金の支払い ＝ １部単価での契約で、発行ごとの請求に基づく支払い。 

 

【規 格】 

サイズ ＝ Ａ４判 

紙 質 ＝ マットコート紙菊判４８．５ｋｇ（再生紙。再生率は問わない） 

刷り色 ＝ カラー刷り 

書 体 ＝ 本文はＵＤフォント使用 

製 本 ＝ スクラム製本、２穴 

 

【編集方針】 

業務開始当初及び各年度当初に、編集方針を両者で協議のうえ決定する。 

 



【入 稿】 

市から紙原稿と文字データを作成して受注者に渡す。また、写真についても原則市から提供す

る。 

 

【制 作】 

ＤＴＰソフトによるフルデジタル制作とする。 

 

【校 正】 

校正は文字校正３～４回、色校正１回を基本とし、最終校正は原則として受注者の責了とする。 

 

【編集打合せ】 

編集の打合せは、入稿・初校戻し・再校戻し・３校戻し時に行い、電話ではなく担当者を派遣

するものとする。 

 

【その他】 

・委託業務にはデザイン、レイアウト、イラスト、グラフ、表、ロゴの作成も含まれる。 

・契約の際に別紙「印刷物の納入に関する特約」を付すこととする。 

・完成した議会だより・ＤＴＰデータ・ＰＤＦデータの著作権・版権は市に帰属する。 


